
よくあるお問い合わせ

Ｑ１
感染防止徹底宣言ステッカー制度が終了したのはなぜです

か。
Ａ１

感染防止徹底宣言ステッカー制度は、業種別ガイドラインに

基づき運用することとしていました。

令和５年５月８日（月）以降、新型コロナウイルス感染症の

感染症法上の位置づけが５類感染症に変更されたことに伴

い、業種別ガイドラインが廃止されたため、終了しました。

Ｑ２ 令和５年５月８日（月）以降、感染対策は必要ですか。 Ａ２

感染症法上の位置づけが５類感染症に変更となっても、新型

コロナウイルス感染症の特性や感染リスクが変わるわけでは

ありません。事業者の皆さまにおかれましては、自主的な感

染対策に取り組んでいただきますようお願いします。

Ｑ３
令和５年５月８日（月）以降、ステッカーの掲示を終了して

もよいですか。
Ａ３

掲示を終了してください。なお、事業者の皆さまのご判断に

より、令和５年５月８日（月）以降も引き続き掲示していた

だいても構いません。

Ｑ４
令和５年５月８日（月）以降、ステッカーの再発行はできま

すか。
Ａ４

令和５年５月７日（日）をもちまして終了しました。何卒ご

了承ください。


